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 5月号登場の有吉さんと同じ く 、今年４月から統計課に配属されました口木 （ く ちき ） と申します。

平成２ ３年入庁の９年目職員です。入庁後税務課→広報課→統計課と異動してきました 。入庁以来ずっ

とシステムの管理運営を担当してお り 、今回初めてシステム担当でな く なったため新鮮な気持ちでいま

す。  

 

 異動発表で配属先を知り思い出した統計のイ メージは 「 ト リ ビアの泉 」 です。以前放送されていたテ

レ ビ番組で面白い雑学や豆知識を紹介する番組でした 。 （ 眼鏡の司会者がと っても素敵な。 「 へぇ 」 ボ

タンで有名な 。）  

この番組中に 「 ト リ ビアの種 」 とい う 、視聴者が投稿した疑問を番組が調査し新しい ト リ ビア （ 雑学 ）

と して発表する コーナーがあ り ま した 。冒頭によ く統計学の専門家が現れて 「 この目的であれば、方法

は△△で○○件 く らいを調査すれば結果が分かるでし ょ う 」 と仰って方法や調査件数を決めていたので

すが、当時子供心に 「便利！ 」 と感じたのを思い出しました 。勿論これ以外にも統計調査に触れている

はずなのですが、あま り記憶に残っていません ・ ・ 。 こ とほど左様に統計について知らなかった＆意識

していなかったのです。国勢調査の調査票が来れば勿論回答しましたが、内心 「面倒だなあ 、個人情報

をこ こまで答えるのは嫌だなあ 」 など と考えていた く らいです。  

 

半年間業務を担当していて 、統計調査の重要性が少しずつわかってきました 。 しかし 、 3月までの自

分にもわかるよ う にこの重要性を伝えるこ とはとても難しいと も感じています。統計学自体は前述の

「 ト リ ビアの種 」 のよ うな調査に役立つこ とや、調査結果は行政機関の政策形成、企業の営業戦略形成

などに使う こ とはう っすら知っていたものの、 「 私が答えな く ても 、大勢に影響はしないんじゃない？

答えな く ても良いのでは？ 」 と考えてしまいがちです。  

 

 では、調査に協力しない場合は何か罰を受けるのでし ょ うか。重要性をお伝えするのは難しいので 、

罰則などのデメ リ ッ ト を強調して協力を強制した方が良いのでし ょ うか。  

 統計法では、基幹統計調査の報告義務違反について罰則を規定 （第６ １条 ） し 、違反者には５ ０万円

以下の罰金に処する と定められています。更に 、近年回答拒否の方について対象者の公表や罰則規定の

強化を図るべき 、 との議論もあるよ う です。  

 



 しかし 、罰則を強化したと ころで 、重要性を調査対象の皆様に認識していただけなければ効果は小さ  

いと考えます。 「 罰金は払うから 、自分たちは回答しない 」、 「 強制ら しいから回答したけど内容は適 

当だよ 」 といった考えを助長しかねないからです。  

  

 統計調査の結果は、現在の把握、今後の予測や政策決定等の様々な場面で利用されています。あ く ま 

で例ですが、国勢調査によってある地域の子育て世帯が増加傾向であるこ とが判明すれば、その地域で  

の保育園の数や入所人数が増加するよ う政策決定されるかも しれません。また 、共働き世帯の割合が増 

加しているこ とが判明すれば、 よ り共働きの方に便利なよ う 、窓口以外で申請可能な手続きが増えるか 

も しれません。  

 このよ うな調査回答の利点を含め、調査の重要性を対象の方へ丁寧に説明しご理解を得てい く こ とが 

今後も必要だ と思われます。  

 

 このよ う に考える と統計調査は投票に似ている と も考えられます。回答を強制せず、対象者全体に事 

実のとお り ご回答 （投票 ）頂 く こ とが大事とい う部分が共通しているからです。  

 

 現在国を筆頭に 、 Ｅ Ｂ Ｐ Ｍ （ ※ ） が推進されてお り 、統計調査の政策への影響は今後よ り増加してい 

く と見込まれます。言い換える と調査への協力が政策へ反映される可能性がよ り強まってい く と言えま  

す。また 、国勢調査などにおいてもオンライン回答が本格的に導入されてお り 、 よ り手軽に 、個人情報 

を守り ながら回答するこ とが可能となってきました 。  

 こ ういった情報をまじえて今後調査の重要性についてお伝えしていければ、 と思っています。  

 

※Ｅ Ｂ Ｐ Ｍ （ Evidence Based Policy Making ） …政策の企画をその場限り のエピ ソー ド に頼るのではな く  

政策目的を明確化した うえで合理的根拠 （ エビデンス ） に基づ く ものとするこ と 。  

  

 


